
最高裁秘書第1498号

・ 令和3年5月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

ー

最高裁判所事務総長中村 1

！

司法行政文書開示通知書

4月30日付け（5月6日受付，第030124号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

‐ 記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には）個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年3月1日～ 令和3年3月31日

備考 |上告受理｜ 終局日
|R3.3.1

R3．3．2

‐・終局区分

上告取下げ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

事件番号 被上告人 憲法少数

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□□｜｜■□｜□

上告人番号 法廷 主任裁判官主任霞査官

1 '第'小法廷木澤克之 |小川卓逸
2第3小法廷長嶺一安政薦野旭

3第3小法廷長嶺安政 家原尚秀．
【 ．

4第3小法廷長嶺安政家原尚秀

，l第3小法廷字賀克也川崎直也
言1第3小法廷宮崎裕子 ｜貝阿彌亮

7第3小法廷林道晴 斗谷匡志

8第3小法廷宮崎裕子本條.裕．

9第3小法廷宇賀克也小川卓逸

10第3小法廷宇賀克也堀内元城

11第3小法廷宮崎裕子堀内元城

12第3小法廷戸倉三郎土井文美

13第3小法廷戸倉－三郎土井文美

木澤克之 I小川卓逸

率．｜藍
安政麿野旭

安政 家原尚秀

長嶺安政

宇賀克也

家原尚秀

川崎直也

貝阿彌亮

斗谷匡志

第3小法廷

第3小法廷

宮崎裕子

林道晴

祷一趣一趣

本條

小川

堀内

諦一霜一霜

一裕筆毒一

9

10

裕子

三郎

三郎

垂一準一毒

第3小法狂

第3小法狂

謡一壷電

癖一封撃

｜令2年(オ)第978号

程
幅
窄
一
輻
罎
一
需
蝪

１
１
１
１
１
１
１

０
０
０

２
３
４
４

麓

澆

環
一
澆
跨
一
環
藤

付

け

吋

ば

け

吋

は

》

》

一
》

》

｜

》

》

》

’
R3o3p2

R3･3･2

R3o3o2

R3･3｡2

R3．3察2

｜
｜
’

決定(棄却）
I

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3｡3．2

R3．3｡2

R3．3｡2

R3.3.2

R3.3.2

R3.3.2

R3"3．2

R3o3P2

R3｡3．4

R3．3画4

R3．3．4

R3"3．2

I

号

号
弱
布
号
号
再

１
１
１
４
１

４
４
０
３
０

潭
境

環
澆
漂

け
付
け
は
け

一
年
年
年
年
湾
年

２
２
３
３
３

《
わ
く
わ
く
祠
《
わ
？
《
わ

．
決定(棄却）林道晴 森川さっき 令3年(オ)第109号第3小法廷 □14 ■

L

決定(棄却）15 第3小法廷|戸倉三郎堀内元城 号

号

３

８

３
９

１
９

第
第

ｊ

ｊ

オ

オ

く

く

年

年

３

２

《
わ
く
洞

福岡県 □｜□

決定(棄却）家原尚秀深山卓也第1小法廷 □ ■16

17第1小法廷|木澤克之 決定(棄却）

決定(棄却）
字
・
’
１

号
号
号
号

６
４

４
２

０
１
６
７

３
３
３
３

１
１
１
１

澆
瀧
潭
震

オ
ー
オ
オ
｜
オ

く
く
く
ｌ

》
｜
》
”
》
｜
》

川崎直也

宮崎朋紀

貝阿彌亮

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

軸
一
達

山
澤
池

深
木
小

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

杷
禍
一
加 小池

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3o3o4

R3｡3．4

R3．3．4

口
一
口川崎直也

土井文美

裕

深山卓也

小池裕

ロ
言
ロ
言
宣
言
巨
言

第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ

オ

オ
オ
オ

３

４
６
６

２

７
０
２

く
く
く
く

脚
一
脚
脚
桝
，

》
｜
｜
》
》
》
・
’

21 1第1小法廷 ■

野中伸子 ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
Ｉ

22 第1小法廷|小池裕 ｜野中伸子
23I第祠､法廷|深山卓也船所寛生

R3o3p4 □

号唱R3･3･4 1決定(棄却）
R3．3｡4 1決定(棄却）

R"@ |決定(棄却）
R3.3･4 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

1

1

小池裕 ｜高瀬保守
深山卓也 ｜宮崎朋紀深山卓也

第1小法廷24 ■ ■

令2年(オ)第1480号廷
廷

法
法

小
小

１
１

第
第

□ ■25

小池裕 前田志織 ｜令3年(オ)第32号 □｜□26
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既済事件一覧表 令和3年3月1日～集計期間 令和3年3月31日

鍔
一
画

主任裁判官主任鯛査官1 事件番号

小池裕 本條裕： ｜令3年(ｵ)第59号
池上政幸宮崎朋紀 ｜令3年(ｵ)第122長

令3年(オ)第59号

令3年(オ)第122号

本條裕：

宮崎朋紀

備考 ｜上告受理終局日 終局区分 憲法少数’被上告人上告人法廷
一

第1小法廷 決定〈棄却）

決定(棄却）

R3．3．4

R3.3.4

□□

□｜□高岡市28 1第1小法廷
一 ↓

29第1小法廷

『

決定(棄却）令3年(オ)第161号山口厚 森川さっき R3．3画4 |■ ■

深山卓也森川さっき

草野耕一 中野琢郎

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

令3年(オ)第164号第1小法廷

第2小法廷

錘一》

R3．3．4

R3．3塗5

R3p3･5

R3．3．5

R3．3．5R3．3．5

｜
錘
一
唾
錘

剥
一
割
割
麺
割

３
３

３
３
３

０
１
２
３
４ 第2小法廷

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
■

令2年(オ)第944号
l

｝諦
一
藷

一
一
一
一
一
一

小川卓逸

船所寛生

令2年(オ)第1014号

決定(棄却）

決定(棄却）
令2年(ｵ)第1292号 ’

ヤ

h

l

鍔

鍔

３

４

１

１

１
１

第
第

Ｊ

ｊ

オ
オ

く
く

年
年

２
２

今

洞

《

祠

草野耕一

岡村和美岡村和美第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

志村由貴

R3･3･5 決定(棄却）本條裕一

家原尚秀

前田志織

菅野博之

岡村和美

□35 ■

決定(棄却）

決定(棄却）

令2年(オ)第1472号 ５
５
５

■
■
■

３
３
３

■
■
■

３
３
３

Ｒ
Ｒ
Ｒ

調
一
幻

□
｜
□
｜
□

□
口
三
■

令2年(ｵ)第1481号 ’ ｜ ，
決定(棄却）

決定(棄却）

38 1第2小法廷|岡村和美 宮崎朋紀 令3年(オ)第36号

岡村和美鷹野旭 令3年(オ)第73号廷
廷

法
法

小
小

２
２

第
↓
第

R3.3.539 ■| ｜□
７
１

決定(棄却）

決定(棄却）

草野耕一 中野琢郎 令3年(オ)第79号 R3o3p5 ■ ■40

宮
言
宮
言

４
．
９

１
２

第
第

７
ｊ

オ
オ

く
く

年
年

３
３

〈
祠
〈
祠

41 1第2小法廷|三浦守 前田志織 R3．3．5 ■| ｜ |■

決定(棄却）三浦守 ｜森川さっき第2小法廷 R3｡3･5 □42 |■

R3｡3．9

R3b3､9

R3．3q9

決定(棄却）

上告取下げ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

号
号

１
９

５
７

９
９

第
第

』
ｊ

オ
オ

く
く

諺
一
》

宇賀克也

木澤克之

中野琢郎

小川卓逸

第3小法廷

第1小法廷

第3小法廷

□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

■３
４
５
６
７
８
９
０
１
２

ｌ
４
４
４
４
４
ｌ
４
５
５

５

ｌ
ｌ

４

』

卜

□
｜
□順

。
｜
》
｜
締
一
Ｍ

順

一

群

巨
言
宮
言
二
言
自
言
宣
言
ロ
言

哩
釘
妬
鍛
鵬
扣
号
号

３
３
３
３
３
４
８

１
１
１
１
１
１
２
４３

纒

権

轤

握

癖

権
一
癖
纒

軍
頃
軍
事
瑠
銅
軍
舜

２
２
２

２
２
２
３
３

令
令
令

令
令
令
令
令

也
朗
生
逸
也
子
『
生

直
哲
寛
卓
直
伸
一
裕
寛

二
言
自
言

６
８

３
３

５
３

第
第

〕
ｊ

輯
一
報

《
而

〈
祠

２

・

２

宣
言
画
言

６
０

８
１

３
４

１
１

第
第

ｊ
ｊ

オ
オ

く
Ｉ

年
年

２
２

今
祠
今
洞

裕
一
壁

麺
塾

認
一
龍

4

第3小法廷 R3．3．9

R3．3．9

□
．
ロ
ロ
ー
□
□
｜
口
一
□
’

｜
麺
一
癖

劃
一
祷

韓
一
諏
一
壼
一
誠

準
一
錘
誕

誕

窪

窪

川
Ⅷ
４
４
４
川

３
３
３
３
３
３

１
．
、
、
、

、
、

第
第
一
第
第
第
第

R3．3．9

R3．3．9

R3．3p9

R3･3．9

R3｡3．9

１
４
１

’宮崎裕子 本條

林道晴 '船所

決定(棄却）

決定(棄却）司|国

群馬県

広島市元宇品町財産区
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年3月1日～ 令和3年3月31日

主任裁判官主任踊査官 事件番 備考 上告受理｜ 終局日 I 終被上告人番号 法廷 局区分 垂
□
｜
□
｜
□

上告人 蝿
一
口
｜
□
｜
□

□

号

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

令3年(オ)第64号窪
窪
津
錘

準

４
４
川
．
刈
叫

３
３
３
３
３

、
、
、
、
、

第
一
第
第
第
第

林道晴

宮崎裕子

林道晴

宇賀克也

宮崎裕子

野中

神谷

i神谷

鷹野

前田

笹本

神谷

大竹

癖
一
瞬
一
一
嘩
一
旭
、
．

錨

一

識

一

嘩

一

錘

一

癖

R3．3．9

R3.3.9

R3．3-9

R3．3．9

R3･3･9

53

54 禮

娼

第
第

ｊ
ｊ

オ
オ

く
く

年
年

３
３

〈

祠

《

や弱
一
死
一
師
一
調
．
｜
調
一
釦

令3年(オ)第106号’ ’ 決定(棄却） ‐ □

決定(棄却） □号
瑁
号
号

第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
Ｊ

１
１
５
５

４
２
４
９

８
７
０
８

報
報

誇
鞠

今
石
へ
詞
〈
祠
〈
わ

３
２
２
２

□
｜
□決定(棄却）第2小法廷 菅野博之 R3．3．10

R3.3･1 1

□

｜
’

決定(棄却）第1小法廷池上政幸
b

第1小法廷木澤､克之第1小法廷木澤､克之

□□

が
‐
７’ □||□

独立行政法人勤労者退
職金共済機構
立行政法人勤労者退
金共済機構

決定(棄却）

第1小法廷小池裕

木澤､克之

第1小法廷|小池裕

R3｡3．11

令2年(オ)第940号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

｜家原 R3･3甲11

R3．3｡11

61 □
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□

二
言
自
言

１
９

９
４

２
３

１
１

第
第

』
ｊ

オ
オ

く
く

一
》
誇

朗

朗

哲
哲

本
本

笹
笹

一
之
之

克

克 錘 鰐認

廷
莚

椎
一
椎

１
１

第
第

６
６
２
３

程
一
権 ｜

’

一
噸
一
罐
一
調

鵺
喝
一
喝

１
１
１
１

３
４
４
５

鶴
潭
鶴
潭

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

》
》
店
》
↓
｜
》

一
趣
一
躍
一
螺

R3．3．11

R3"3･11幸政
裕

上
池

池
小

廷
廷

法
法

小
小

１
１

陰
’
第

４
５

６
６ 名古屋市 １

１
１

R3．3｡11

一

R3．3．11661第1小法廷小池裕 決定(棄却）

決定(棄却）土井文美 号
唱

５
８

５
２

第
第

』
７

オ
オ

く
く

年
年

３

２

《
わ
く
わ

池上政幸67 1第1小法廷 R3．3．11 ■ ■

「 68第2小法廷|岡村和美 ｜川崎直也 R3．3･12 1決定(棄却） □□

令2年(オ)第1301号岡村和美 前田志織 決定(棄却）

決定(棄却）

69第2小法廷 □｜□

□□

R3.3･12

70第2小法廷|菅野博之志村由貴令2年(ｵ)第1412号
71第2小法廷|岡村和美小川卓逸令2年(オ)第1466号

言巨

６
妬

第2小法廷｜岡村和美

R3．3．12

R3｡3．12. □□

号

１
３

第
第

鯲
砺

年
年

２
３

令
伶

逸
志

卓
匡

川
谷

小
斗 斗谷匡志第2小法廷|三浦守

決定(却下）

R3｡3．12 1決定(棄却〉72 □ ■

小川卓逸

宮崎_朋紀

第2小法廷|岡村和美小川卓逸
第2小法廷草野耕一宮崎願羅

第3小法廷戸倉三郎小川卓逸

第3爪法廷林道晴 笹本哲朗

第3小法廷|宮崎裕子 川崎直也

林道晴

国
言

号
号
沌

７
０
０

５
９
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
３
２

今
洞
今
わ
く
下

R3･3｡12 1決定(棄却）
R3･3･12 1決定(棄却）

沌
一
泌
一
布

□
□

□
□

ｄ
１
ｆ

④
ｂ
■
ｊ
■
ｒ

決定(棄却）R363･16 □□
｡－

号
号

環
麗

８
４

１
１
４
４
２
６

－
》
一
》

76第3小法廷 決定(棄却）R3．3．16 □ ｜■

R3.3.16 1決定(棄却） □□77

国立大学法人信州大学

吹田市



日付：令和3年5月7日

ページ： 4/7
既済事件一覧表 令和3年3月1日～集計期間 令和3年3月31日

事件番号 備考 、上告受理終局日
■■■■■■ 1一

R3

憲震少数

□□

□□

番号 ・ 法廷 主任裁判官主任鯛査官 被上告人 、 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

上告人

’廷
廷

法
法

小
小

３
３

第
第

８
９

７
７ 79

戸倉三郎

宇賀克也

喝
一
喝
碍

罎

鍔

窄

帳

帳

峠

壕
麓
麗
嶬
境
境

境
環
境

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
く
く
く

》
一
》
》
↓
》
》

》
》
》
》

伸

伸

寛

寛

匡

匡
伸
厚
朋

行
子
生
生
志
志
一
子
毅
紀

癖
一
勢
一
癖

埼玉県 .3画16

R3．3．16

80
岸
‐ 決定(棄却）第3小法廷 戸倉三郎 R3｡3o16 ■ ■

決定(棄却）第3小法廷|戸倉三郎 船所寛生81 R3．3．16 ■ ■

決定(棄却）82第3小法廷林道暗

83第3小法廷宮崎裕子

84第3小法廷林道晴

第3小法廷

第3小法廷

“

轄
・

準
一
許
一
鑑

一誰

R3．3．16 □‐ □

決定(棄却）R3b3・16 □

□
ロ
ー
□

□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．3．16

R3-3．16

R3･3．16

R3｡3･16

一
鯛
．
配

第3小法廷宮崎-裕子

第3小法廷林道晴第3小法廷

0

0

決定(棄却）

決定(棄却）第3小法廷

検事総長事総長

林道晴 準
一
》
｜
諏
一
露

号

号

号

鍔↑

６

０

２

９

７
．
９
１
２

１
１
９
１

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
。
く
く
く

年
年
年
年

３
３
２
２

今
洞
一
祠
《
わ
ふ
祠

》
一
割
‘
繩
一
率

87

第3小法廷|戸倉三郎
雲2小法廷草野耕一

決定(棄却）R3･3･1688 □■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3｡3nl7

R3｡3・18

鯛
卯
一
例
一
塊

□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

□
｜
□

□
｜
□
｜
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

卜
小
卜
い

〃
ノ
ノ
ノ

ー
１
１
１

第
第
第
第

厚
一
塾
霊
一
厚

叩
諏
麺
、

霊
一
締
一
率

程

罎

号

３
４
１

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
ｌ
く

年
年
年

２
２
３

〈
わ
《
祠
今
祠

癖
一
癖
一
軸

R3．3．18

R3．3．18

R3･3．1893

深山卓也 ｜鷹野旭

山口厚 ｜山本拓

岼

拓

令3年(オ)第62号唾
一
控

１
１

第
・
第

弘
一
弱

R3．3．18

R3｡3．18

R3．3．19一
鐸
癖

一
識
一
識

令3年(オ)第197号 決定(棄却）

決定(棄却）

町↑

96第2小法廷|三浦
－97第2小法廷菅野97 第2小法廷

’
宮
言
宣
言
二
言

幻
氾
伽
号

１
１
１
６

３
３
４
３

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

隷

隷

禄

識

守
一
罐 決定(棄却）R3．3．19 □ □

川崎直也

斗谷匡志

98 第2小法廷菅野博之 決定(棄却）

L
R3｡3．19 画｜□

Ｉ

１

奉
一
蹄
一
霊

守
一
準
一
罫

罫

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷

R3･3･19

R3a3･19

R3｡3･23

R3･3･23

□
｜
□
｜
□
｜
□
’

９
－
ｍ
Ⅲ

皿

９
－
１
１
１

□
｜
□
｜
□
｜
□

Ｉ
も

令3年(オ>第96号

令元年(オ)第1691号

令元年(オ)第1692号

緬
一
権
一
棒

塞
一
裕
一
裕

－

アメリカ合衆国

｜ I
『

国第3小法廷戸倉

国

国 ． ’



日付：令和3年5月7日

ページ： 5/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年3月1日 ：～ 令和3年3月31日

番号 法廷 ・主任裁判官｜主任鯛査官

103¥3小法廷|宮崎裕子 中野琢郎
104第3小法廷宮崎裕子家原尚秀

一 105第3小法廷長嶺安政本條裕

’ 106 1第3小法廷戸倉三郎船所寛生

107第3小法廷|宇賀克也堀内元城

108第3小法廷戸倉三郎本條裕

109第3小法廷宮崎裕子 川崎直也

'10第3小法廷'宮崎裕子 中野琢郎

， ↑'1第3小法廷|戸倉三郎斗谷匡志
’ 112'第3小法廷I宇賀-克也本條裕i

｢~''3墓2小法廷|菅野博之堀内元城
’ 114第1小法廷|深山卓也笹本哲朗
一一

’'5第1小法廷|深山卓也笹本哲朗
|~''6第'小法廷|池上政幸 家原尚秀
’'7第1小法廷木澤克之 川崎直也

I

中野琢郎宮崎裕子

第3小法廷 宇賀克也 堀内元城

第3小法廷

第3小法廷

川崎直也
一

中野琢郎

篝弐|英鑪志

廷廷
法法

小小
２１

第第
３４１１１１

軸一準錘

鐸一率噸

鋼一鼬一龍

鼬一趣←｜権

事件番号 被卜舎人 備考 上告受理終局日 終局区分 ，憲法|少数上告人

決定(棄却）令2年(オ)第904号

家原尚秀令2年(オ)第1177号

R3｡3｡23 ■ ■

決定(棄却）R3o3C23

R3d3･23

R3｡3．23

□
□
□

□
｜
□
｜
□
’

決定(棄却）

決定(棄却）

令2年(オ)第1316号

令2年(オ)第1431号

令3年(オ)第80号

令3年(オ)第88号

令3年(オ)第97号

令3年(オ)第112号

令3年(オ)第115号

１
１

決定(棄却）R3．3．23

R3･3．23

□ ■

1

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
二
■

□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

□
｜
□

へ

R3.3｡23

R3．3｡23

R3．3p23

R3･3弓23

R3．3｡24

R3･3"25

▼

内

決定(棄却）

決定(棄却）号
唱
鍔
蝪
罎
喝

第
第
第
第
第
第

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
“

』

ｊ

ｊ

ｊ

９
４
９
０
０

７

１
１
１
１
１
１

３
０
３
４
４
４

》

》
》
》
｜
》
・
》

4由

｜ ‘ 決定〈棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却〉

R3．3．25

R3．3．25I

R3.3｡25

決定(棄却）本條裕 ． 令2年(オ)第1477号山口厚118第1小法廷 R3.3｡25 ■ □

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第'小法廷|小池裕
第1小法廷i池上政幸

癖
一
》
｜
州
一
順
一
融
一
籍
一
割
一
雷
一
幅
一
需

蹄
一
識
一
垂
一
睡
‐
｜
諏
一
牽
一
》
｜
廻
一
識
一
鴎

罪
．
》
一
》
》
》
》
｝
鋸

鴎

碓

オ
オ
オ
オ
オ
オ
冴
吋
吋

鍔
調
謂
謂
調
》
｜
》

》
》

５
５

２
２

亜
■

３
３

■
■

３
３

Ｒ
Ｒ

ロ
ー
口
一
口

□
｜
□
｜
□

119

函
一
切

120

山口厚廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
．
、
、
、
、
、
、

川
１
４
４
４
川
川

１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第

》
純
一

R3･3･25

決定(棄却）

決定(棄却）

深山卓也 R3．3．25

R3.3Q25

■ ■’122

□

｜

□

嶬
一
醇
一
馳
一
謹
一
裕
一
裕
一

」
》
諏
一
剛

討
一
割
一
鋤
一
評
誹
誹

□
｜
□

123

124

125

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3o3o25

R3o3･25

R3｡3･25

R3o3･25

R3?3･25

1 口＝

□

□

□
｜
□

□
□

□
□’国立大学法人弘前大学126

127

128

□
｜
□令3年(オ)第188号

国



日付:‐令和3年5月7日

ページ: ． 6/7 ．既済事件一覧表 集計期間 令和3年3月1日～ 令和3年3月31日

備考 終上告受理終局日 局区分 憲法|少数番号． 法廷 ’主任裁判
129第1小法廷1木澤克之

130第1小法廷山口厚

．131 1第1小法廷池上政幸

山口厚

官主任臨査官 被上告事件 人上告人号番

R3･3･25 1決定(棄却）宮崎朋紀

土井文美．

森川さっき

佐藤政達

小川卓逸

中野琢郎

笹本哲朗

川崎直也

中野琢郎

佐藤政達

小川卓逸

中野琢郎

号
号
号
号
号
喝
瑁

９
２
１
８
９
１
４

０
１
２
４
０
０
４

２
２
２
２
９
１
１

第
第
第
第

第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

識
一
》

》

》

ｌ
く
く

年
年
年

隷

隷

隷

DID

｢ロー厄
□｜□

５
５
５

２
２
２

■
■
■

３
３
３

匿
■
■

３
３
３

Ｒ
Ｒ
Ｒ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

｜土井文美
池上政幸森川さっき

池上政幸

三浦守

岡村和美

□
□

■第1小法廷132

133133

G唖

識
一
必

獄

抵

抵

隅
恥

冊
碕
舟

ロ
ー
□
｜
□
｜
口
一
□

1第2小法廷

134i第2小法廷134 □

□
｜
□

□

135

$

守
守

浦
浦

一
一
一
一
一
一

第2小法廷

第2小法廷

津

’
ず
動
，
９
。

』
言卿

跨

１

１

第
第

〕
ｊ

オ
オ

く
く

年
・
年

２
３

《
而
今
洞躍

小
小

２
２

第
第

諏

”

１

１ 三浦守 ｜中野琢郎

草野耕一 ｜川崎直也I川崎直也 決定(棄却）令3年(オ)第30号 R3.3･26第2小法廷 ■l □138

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

号
号
鍔

２
５
０

謡

評

詞

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

報
隷
一
詩

139第2小法廷草野耕一

140第2小法廷三浦守

141第2小法廷岡村和美

142第2小法廷 草野耕一
一

J ｡ l ‘

岡村和美

草野耕一

川崎直也

堀内元城

神谷厚毅

R3o3o26

R3q3･26

R393．26

R3･3｡26

□□

□~i□

□□

.□□

ト

品

号
一
搗

蔀

評

』
ｊ

オ
オ

く
ｌ

》

》

き
Ｉ

》
“
辮
岬
需
窄
一
錘
唯

罪

斗
鷹
高
宮
本
土
鷹
森
．
中

決定(棄却）R3･3･26
↑43第2小法廷|岡村和美
144第2小法廷｜菅野博之

145第2小法廷|菅野博之

■ □

決定(棄却）

決定(棄却）

帽
一
窄
罎
罎
輻

跨

罎

程

罎

罎
禮

詞
罰
罫
窮
潮
一
調
窺
詞
巍
巍
霊

勃
勃
わ
和
わ
わ
わ
わ
わ

わ
わ

く
く
く
く
く
く
く
く
Ｉ
く
く

》
》
》
》
一
》
．

》
》
》
》
》
｜
》

R3．3･26

R3o3･26

□
□
□

□
□
｜
□R3.3｡26 1決定(棄却）岡村.和美

三浦守

146第2小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･3．26廷
廷

法
法

小
小

２
２

第
第

７
８

Ｍ
一
脚

147 ■■

草野耕一

菅野博之

岡村和美

R3h3･26

R3．3．26

R3．3．26

□

□

□

□
口
一
可

｝

決定(棄却）

決定(棄却）

廷

廷

法

法

卜
い

〃
Ｊ

２
２

第
第

９
０

４
５

１
１

ドジ

決定(棄却）菅野博之 i和久－彦 R3．3．26第2小法廷 ■ □151

決定(棄却）

決定〈棄却）

宮崎朋紀

|佐藤政達

草野耕一

菅野博之

R3･3"26

R3．3．26

廷
廷

法
法

小
小

２
２

第
第

２
３

５
．
５

□□

□□
7

R3．3･29 1上告取下げ戸倉三郎 |堀内元城1541第3小法廷 □ ■
ｌ

－

高崎市



日付：令和3年5月7日

ページ： ： 7/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年3月1日～ 令和3年3月31日

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 備考 上告受理｜ 終局日事件番号 終局区分 ｜憲法少数上告人 被上告人
決定(棄却）

決定(棄却）

155 1第3小法廷|宇電克也小川卓逸
喝

一

信

露
一
癖

オ
オ

く

く

年

年

２

２

《
祠
〈
わ

R3.3.30 □
□

□
□露3小法廷1宮崎裕子 ｜中野琢郎 R3．3．30価

一
面 決定(棄却）長嶺安政 令2年(オ)第1287号第3小法廷 舟橋伸行 R3･3･30 □□Ⅱ

住

、 決定(棄却）第3小法廷|宮崎裕子 中野琢郎
ロ
言刃
号
号
号
碍
樗
帽

４
１
８
１
４
５
１

１
４
５
６
１
１
２

第
第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
く

》
｜
》
》
》
》
》
》

０
０

３
３

■

■

３
３

■

■

３
３

Ｒ
Ｒ

■ □158

159
1

第3小法廷'宮崎

第3小法廷戸倉

第3小法廷|宇賀

決定(棄却）川崎直也祷
郵
一
趣

□□

’
決定(棄却）舟橋伸行 R3.3･30 □□160
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